
６武高工第１号  

武雄高等学校高圧ケーブル取替工事 
仕様書 

１．工事名 

６武高工第１号 武雄高等学校高圧ケーブル取替工事 

 

２．工事場所 

 佐賀県武雄市武雄町大字武雄 5540-2 佐賀県立武雄高等学校 

 

３．工事概要 

 武雄高等学校の既存高圧ケーブルを新規ケーブルへ交換し、接続確認を行い正常な状態

で使用できるよう一連の作業を行う。 

（１）工事作業中、武雄高等学校は停電とする。 

 （２）工事を行う際は、工程表を作成し提出すること。 

 （３）設置場所への工事用物品の搬入は受託者が行うこと。 

 （４）工事中に発生した損害は原状回復等受託者が行うこと。 

 

４．工事期間 

 契約締結日より令和７年２月２８日（金）までとする。 

 

５．工事遂行上の諸注意 

 ①本仕様書に記載の事項及び疑義が生じた場合は、監督員と受託者が協議の上、監督員

の指示に従い、工事を遂行するものとする。 

 ②本工事を適正かつ円滑に実施するため、受託者は監督員と常に密接な連絡を取り、 

  工事の方針、条件の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受託者 

  が書面（打合せ記録簿）に記録し、監督員・受託者協議を行うものとする。 

 ③監督員が必要と認めた時は、工事中止をすることがある。この場合の変更について 

  は、監督員・受託者協議の上、定めるものとする。 

 ④工事期間とその時間については学校運営に支障が生じないように十分に監督員と 

  協議を行うこと。 

 

 



６．図面の貸与 

  受託者は、本工事に必要と認められる資料については、発注者から貸与を受けるもの

とするが、亡失、汚損、破損等のないように取り扱いに留意し、善良な管理をもって 

 保管しなければならず、本工事完了後は、遅延なく発注者に返却するものとする。 

 

７．損害に対する責任 

  受託者は、本工事中または工事後といえども、発注者又は第三者に損害を与えた場合 

 は、所要の措置を講ずるとともに、発注者にその状況及び内容を速やかに報告し、発注

者の指示に従うものとする。 

 

８．成果品および提出部数 

  ①工事写真・・・1部 

  ②試験成績書・・・1部 

  ③産業廃棄物を処分したことがわかる資料・・・1部 

   

９．完了検査 

  ①受託者は完成検査を受けるに際し、完了通知書を提出の上、発注者の検査を受け、 

   対応が必要な場合は速やかに発注者の指示のもと対応を行うものとする。 

  ②対応にかかる費用については、全て受託者の負担とする。 

 

10．工事写真等の提出先 

  〒843-0022 佐賀県武雄市武雄町大字武雄 5540-2 

  佐賀県立武雄高等学校 事務室 前山  

 

 


